
 

 

平成 24 年 6 月 7 日 

各  位 

 会社名：株式会社きらやか銀行 

 （コード番号：8520 東証第二部） 

 代表者名：取締役頭取 粟野 学 

 問合せ先：経営企画部長 川越 浩司  

  （ T E L . 0 2 3 - 6 3 1 - 0 0 0 1 ） 

 

 会 社 名 ： 株 式 会 社 仙 台 銀 行 

 代表者名：取締役頭取 三井 精一 

問合せ先：取締役企画部長 芳賀 隆之 

（ T E L . 0 2 2 - 2 2 5 - 8 2 5 8 ） 

 
 

東日本大震災の特例による金融機能強化法に基づく 
国の資本参加の申請に向けた検討開始について 

 
 
 株式会社きらやか銀行（取締役頭取 粟野 学、以下「きらやか銀行」といいます。）と

株式会社仙台銀行（取締役頭取 三井 精一、以下「仙台銀行」といい、きらやか銀行と仙

台銀行を総称して、以下「両行」といいます。）は、下記のとおり東日本大震災の特例によ

る金融機能強化法に基づく国の資本参加の申請（以下「公的資金の申請」といいます。）に

向けた検討を開始することを本日、両行の取締役会において決定いたしましたので、お知

らせいたします。 
なお、公的資金の申請につきましては､平成 24 年 10 月 1 日に設立予定としております共

同持株会社「株式会社じもとホールディングス」（以下「じもとホールディングス」といい

ます。）設立後にじもとホールディングスに国の資本参加をいただき、同時に、じもとホー

ルディングスよりきらやか銀行に対し増資を行うことで検討しております。 
 

記 
 
１．公的資金の申請に向けた検討を開始する目的 

両行は、平成 24 年 4 月 26 日付プレスリリース「株式会社きらやか銀行と株式会社仙台

銀行との共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関するお知らせ」にてお知らせ

しておりますとおり､平成 24 年 10 月 1 日に共同持株会社の設立により、経営統合を行うこ

とにつきまして「経営統合合意書」を締結し、「株式移転計画書」を共同で作成いたしまし



 
た｡本経営統合により、じもとホールディングスグループは、東日本大震災（以下「大震災」

といいます。）による被災地に営業基盤を持つ金融機関として、今後本格化する復興需要を

契機とした地元経済の再生に共同で邁進する所存であります。また、既に仙台銀行では、

本格的な復興支援のための堅確な財務基盤を確保するため、平成 23 年 9 月、公的資金の申

請を行い、資本の増強を実施し、地元経済の復興支援を積極的に行っております。 
一方、きらやか銀行の営業エリアにおきましては、宮城県、福島県はもとより、直接的

な被害が少なかった地元山形県においても風評等による 2 次的被災により、多大な被害、

損失が発生し回復の途上にあります。また、山形県では、現在においても被災地から多数

の被災者を受け入れ､被災者支援を継続しております。未曾有の被害をもたらした大震災の

発生から 1 年余りが経過いたしましたが、未だ被災地域におきましては厳しい経済環境に

あり、今後の復興支援に向けては地域金融機関の役割が非常に重要であると考えておりま

す。 
きらやか銀行では、既に平成 21 年 9 月、平成 20 年 12 月改正「金融機能の強化のための

特別措置に関する法律」による国の資本参加を受け、十分な自己資本が確保されておりま

すが、今般、仙台銀行との組織再編成による共同持株会社の設立にあたり、両行同一歩調

による震災復興支援を共同して推進していくためには、じもとホールディングスグループ

として更なる自己資本の充実をはかり、きらやか銀行についても仙台銀行と同様、資本を

増強し貸出余力を創造することが必要と判断し、東日本大震災の特例による本件検討を開

始することといたしました。 
今後、両行は、同一経済圏としての役割を強めている主要営業基盤である山形・宮城両

県内をはじめとした、被災地域の経済活性化を図るため、復興支援を継続的に推進し、積

極的かつ円滑な資金供給機能を十分発揮するよう努めてまいります。 
 
2．公的資金の申請の内容 
 申請の金額、資金の払込みの時期等については、今後検討してまいります。 
 

【本件に関するお問合せ先】  
株式会社きらやか銀行 経営企画部  杉山  TEL：023-628-3748 
株式会社仙台銀行   企画部企画課 尾形  TEL : 022-225-8258 


